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～ 避難確保計画作成等に関するＱ＆Ａ ～

① 避難確保計画の作成について

質問内容 回答

避難確保計画の作成は義務なのか。

平成 29 年 6 月 19 日に改正された「水防法」等の改正により、

浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設（社会福祉施

設、学校、医療施設等）の所有者または管理者に対し、避難確

保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

作成した避難確保計画は、外部に公表

されるのか。

作成された避難確保計画の内容が外部に公表されることはあ

りません。

災害リスクをどのように確認したらよいか。

大網白里市総合ハザードマップをご参照ください。

※大網白里市ＨＰ

「要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について」

にハザードマップのリンクがあります。

大網白里市で指定されている風水害は

どのような種類があるか。

本市の地域防災計画には、「洪水」、「内水」、「高潮」、「土砂災

害」、「津波」の５種類ありますが、洪水と土砂災害については

「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」を指定しております。

本市においては、「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」内に

ある要配慮者利用施設が避難確保計画を作成する必要があり

ます。

「津波」については、現在は津波警戒区域に指定されていない

ため、計画作成の義務はありません。

今後、県より津波警戒区域に指定された場合は計画作成する義

務が生じます。

真亀川と南白亀川があるが、いくつかの浸水

想定区域内に該当する場合は、それぞれに対

応した避難確保計画を作成しなければなら

ないか。

本市の総合ハザードマップは真亀川と南白亀川など複合的に

算出したものを浸水想定区域として掲載しております。従って

全ての事象に対応できる計画を１つ作成してください。

自施設の位置が浸水想定区域ではないが、降

雨量が上昇すると施設周辺が冠水するため、

避難確保計画を作成するべきか。

貴施設が浸水想定区域ではないため、避難確保計画の作成義

務、提出義務はありませんが、施設の実情により作成すること

を推奨します。
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自施設の敷地の一部が土砂災害警戒区域に

かかっているが、避難確保計画を作成する

べきか。

土砂災害警戒区域にかかっているのが「敷地」のみで「建物」

にかかっていなければ、作成義務、提出義務はありませんが、

施設の実情により作成することを推奨します。

計画を作成するにあたり、様式等の決まった

雛型はあるか。

介護施設、幼稚園等は「社会福祉施設」、病院や診療所等は「医

療施設」、小中学校は「学校」用の様式があります。またそれ

ぞれの記載例や作成解説書がありますのでご参照ください。

※大網白里市ＨＰ

「要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について」

にて様式をダウンロードいただけます。

１つの建物に複数の要配慮者利用施設が存

在する場合、それぞれの施設が個別に避難確

保計画を作成し、提出する必要があるか。

１つの経営主体が複数の要配慮者利用施設を同一の敷地内に

所有する場合などに複数施設を一体として管理者等が避難確

保計画の作成等を行うことや、各施設の管理者が合同して避難

確保計画を作成することも可能ですが、一体として避難確保計

画を作成した場合も、要配慮者利用施設ごとに避難確保計画を

提出してください。

避難確保計画は各施設の既存の「非常災害対

策計画」や「消防計画」に必要な事項を追記

することで作成可能か。

既存の計画に、避難確保計画に定める必要事項を追記すること

で作成可能です。

② 避難確保計画の記載内容について

質問内容 回答

市のハザードマップどれほど被害を想定し

た上で作成していますか。

洪水（内水含む）については、真亀川と南白亀川の想定し得る

最大規模（24 時間の総雨量 真亀川 690.0mm、南白亀川

663.7mm）で氾濫した場合を想定しています。

津波については、相模トラフ沿いの最大クラスの地震のうち東

側に大すべり域を設定した場合を想定しています（マグニチュ

ード 8.0 クラスを想定）。

緊急連絡網は作成しなければならないのか

また、職員同士の連絡網や利用者の緊急連絡

先等を記載するページが無いが、書かなくて

よいか。

大規模災害に備えて作成してください。

ただし、市に提出する必要はありません。

連絡網や緊急連絡先は、災害時に活用できるように施設内で管

理をお願いします。
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避難先はどういった施設を選定すれば

よいか。

災害リスクのない系列施設や同種類似施設、指定避難場所、施

設の上階など、複数の避難先を検討してください。

また「避難所」と「避難場所」では定義が異なりますので、

ハザードマップＰ３１をご参照ください。

避難ルートは、施設内から外に出るまでのル

ートを定めるのか、施設から避難先までのル

ートを定めるのか。

施設から避難先までのルートを記載してください。

施設によって必要と判断される場合は、施設内から施設外ま

での避難ルートも選定してください。

施設が浸水想定区域内に該当しているが、

浸水深よりも上階の施設であれば垂直避難

という計画でも良いのか。

安全が確保できるのであれば垂直避難で構いません。

垂直避難と水平避難（立ち退き避難）とは。

垂直避難とは、短期的で急激な降雨や浸水によって、屋外へ

出ることや避難所まで向かう事が危険な場合に、建物屋内の

２階以上の安全を確保できる高さに移動することです。

水平避難（立ち退き避難）とは、避難の時間に余裕がある場

合は、近くの避難所に限らず、海や川からより遠くに移動し、

より安全な場所に避難することです。

自衛水防組織とは。

また自衛水防組織はつくらなければならな

いのか。

自衛水防組織とは、避難確保計画に基づき円滑かつ迅速に避難

に繋げるため、班を構成し、よりスムーズな避難体制を構築す

るための組織となります。

また、自衛水防組織は努力義務となります。

自衛水防組織をつくっているが、計画の雛型

に記載した方がよいか。
市への報告が不要なため、掲載については任意で構いません。

前に提出したものと雛型が変わっているが、

今の雛型に変更する必要はあるのか。

改めて作り直す必要はありません。

避難訓練の結果や社会情勢の変化に伴い定期的な見直しは行

ってください。計画の提出に関しては、所管課までデータをメ

ールでお送りください。

作成した避難確保計画は見直しすべきか
計画は、年１回程度の見直しをお願いします。修正点がありま

したら、所管課へメールで再提出してください。
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③ 避難に関することについて

質問内容 回答

気象情報の収集方法を教えてほしい。

台風、大雨、洪水、土砂災害情報等は、気象庁が運営する「キ

キクル」や国土交通省が運営する「川の防災情報」などでご確

認ください。

市から発令される避難情報を収集する方法

を教えてほしい。

防災行政無線をはじめ、市公式ＨＰ、登録制メール、エリア

メール、Twitter、Yahoo防災で避難情報を受け取る事ができ

ます。「別紙 災害時情報収集方法 参照」

市はどのような避難情報を発令しますか。

５段階の警戒レベルのうち、洪水、高潮や土砂災害など危険度

の高い３つの避難情報を発令します。

※大網白里市ＨＰ

「災害時における情報収集方法について」参照

施設は、降雨が急増すると道路が冠水し、避

難が難しくなります。どのような対応をすれ

ばよいか。

降雨が急増してから行動するのではなく、降雨の上昇が予想さ

れる場合は、事前に情報を収集し、悪化する前に避難行動を開

始してください。

避難情報を発令されても施設に車がなく避

難所への移動が困難である。何か良い移動手

段があれば教えてほしい。

気象状況が悪化する時間と避難に要する時間を予測し、避難情

報の発令を待たずに徒歩での避難を考えてください。

大勢の園児がいる施設で職員だけでは園児

の避難誘導が難しいが、どのような対策をす

ればよいか。

開園前に気象状況が悪化することが予想されれば休園にする。

開園後であれば、被災するリスクがないうちに保護者によるお

迎えなど、避難対象となる園児を施設に滞在させない対策を優

先してください。

入所施設で夜間勤務する職員が数名なのだ

が、夜間に気象状況の悪化が予想される場

合、どのような対策をしたらよいか。

夜間に気象状況の悪化が予想される場合、市は昼の間（夕方頃

まで）に避難所を開設します。これに合わせ、施設も昼の間（夕

方頃まで）に避難を完了させてください。

気象状況の急激な悪化などにより、避難でき

なかった場合の行動はどのようにすればよ

いか。

洪水（内水）であれば、近隣の建物や高所に移動し安全を確保

してください。この場合、冠水した屋外を移動することになり

ますので、ライフジャケットを着用するなど溺水しないための

装備が必要となります。

土砂災害であれば急傾斜地からできるだけ遠い場所（室内を含

む）など、危険の少ない場所へ移動し、安全を確保してくださ

い。いずれの場合も高い確率で救助を必要とする事案となりま

す。



5

④ 訓練に関することについて

質問内容 回答

訓練の実施は義務なのか。 義務となります。

避難確保計画に基づく訓練は年に何回実施

すべきか。

年に１回以上は実施してください。また訓練実施後に各所管課

へ実施報告を行ってください。

訓練は何を行えばよいか。

訓練は、洪水予報等の情報伝達、利用者の避難誘導、避難経路

等の確認、関係機関及び要配慮者の保護者への連絡等を実施し

てください。

訓練実施後の報告は必要か。

訓練実施後は、各所管課へ実施報告をお願いします。

なお、訓練の実施については、毎年行い、所管課へ必ず実施報

告してください。


